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ＧＩＳコミュニティフォーラムで「海洋台帳」紹介 

 
来月名古屋で開催されますＧＩＳコミュニティフォーラムにおいて、ＷｅｂＧＩＳサー

ビスの活用事例のひとつとして、海上保安庁が運用しています「海洋台帳」の紹介を行い

ます。 
 
「海洋台帳」は、海洋空間利用の促進を目的に、利用者が各海域の状況を迅速・的確に

把握するためのツールとして、内閣官房の総合調整の下に政府一体として構築されたイン

ターネット上のＧＩＳ（説明後記）サービスです。平成２０年３月に閣議決定された「海

洋基本計画」において、科学的知見の充実や海洋の総合的管理を進めるために政府が講ず

べき施策として「情報を一元的に管理・提供する体制の整備」が規定され、平成２２年７

月に閣議決定された「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の

保全及び拠点施設の整備等に関する基本計画」においても、「海洋情報をビジュアル化した

電子基本情報図である海洋台帳の整備を推進する」とされたことを受け、海に関する様々

な情報やデータを扱っている海上保安庁が整備しています。『海洋台帳ＵＲＬ： 

http://www5.kaiho.mlit.go.jp/kaiyo/』 

掲載されている情報は、航路、海上交通量、海底地形、水温、塩分、潮汐、波浪統計情

報、水路測量特級区域情報（※）など１００項目にも及び、利用者が保有する独自データ

を海洋台帳上に自由に重ねて表示・保存することもできます。 

※ 重要な航路で、特に精密な測量を必要とする区域のこと。 

 

ＧＩＳとは、地理情報システム(Geographic Information System)を略したもので、身近

な例としては、レストランや居酒屋検索で有名な「ぐるなび」があります。パソコン画面

などに表示された地図上に、様々なアイコンが表示され、そのアイコンをクリックするこ

とで、和洋食などの区別やお店の情報の閲覧、お店のホームページへのリンクなどができ

るようになっており、飲食店情報と地図が融合したサービスとなっていますが、「海洋台

帳」は海洋に関する様々な情報が地図上に表示されるものです。 

 

来月名古屋におきまして、企業や組織で活用されるデータと地図の融合により実現され



るソリューションの解説やＧＩＳの活用事例などが発表されるＧＩＳコミュニティフォー

ラムが開催されることになり、そのフォーラムにおいて「海洋台帳」がその活用事例とし

て紹介されることになりました。フォーラムは１０月４日（金）に名古屋駅前の「ウィン

クあいち」で行われますが、聴講のためにはインターネットで事前登録が必要となります

（聴講無料）。聴講登録、詳細につきましては、 

http://www.esrij.com/events/details/40203/をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



海洋台帳の活用例 

～～～ 洋上風力発電設備の設置場所検討 ～～～ 

 

① 物理的条件での状況調査 

 

銚子沖合で洋上風力発電設備の設置検討にあたり、まずはその付近の船舶通航量と漁業

の状況を把握する必要があるので、船舶通航量統計データと漁業権設定区域を表示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 法的条件での状況調査 

 

 次に港湾法や港則法による区域がどのように設定されているのかを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 環境面での状況調査 

 

 風力発電に不可欠な風が年間を通じてどの程度吹いているのかや海の深さがどれくらい

あるのかを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ 競合施設存在の調査 

 
 同様の施設の設置状況を確認することで、立地条件として適しているかどうかの参考と

するとともに、競合することがないかなどの確認。 

 

 以上を総合して、設置可否や設置場所の検討に役立てることができる。 


